
 

 

  

社会福祉法人 長門市社会福祉協議会 

TEL ２２-８２９４ 

まごころ担当者 河本（かわもと） 

〒759-4101 

長門市東深川１３２１-１ 長門市地域福祉センター内 
     事 務 局：TEL ２２-８２９４ FAX ２２-４３４０ 

     三隅支所：TEL ４３-２８５１ FAX ４３-２８５２ 

     日置支所：TEL ３７-３９３７ FAX ３７-４９３７ 

     油谷支所：TEL ３２-０９３１ FAX ３２-２８１０ 

      E-mail shiawase@nagatoshakyo.jp  

～利用会員・協力会員を募集しています！～ 
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内 容：暮らしの中のちょっとした困りごとや、家族や公的サービスだけでは困難なこと

を地域の皆さんの協力により補う仕組みで、手助けを必要とする人と手助けでき

る人をつなぐサービス（有料）です。 
 

目 的：誰もが住み慣れた地域や家で安心して暮らしていけるよう、住民同士が「お互い

様」の気持ちを持って活動に参加・協力することで、人と地域とのつながりが    

でき、人と人とがふれあう福祉のまちづくりを目的としています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆居室などの掃除  

☆生活必需品などの買物 

☆通院や外出時の介助 

☆草取り（夏の暑い時期は除く） 

☆その他の相談に応じます 
※ 1 回あたりの活動は 2 時間程度。 

※ 協力会員さんとのマッチングによっては 

対応できない場合もあります。 

原則として、平日の午前８:３０～午後５:００ 
 

※ 時間外及び土･日･祝･年末年始の活動に 

ついては要相談！ 

・サービスの依頼 

・利用券購入 

８００円券・・・１時間 

４００円券・・・３０分 

１００円券・・・ ※加算分 

①買物がある場合…2枚 

②早朝など時間外の対応（３０分につき 1枚） 

③協力会員の派遣に掛かる車の燃料代 

・片道 5㎞以上 10㎞未満…１枚 

・片道 10㎞以上 15㎞未満…2枚 

・片道 15㎞以上…3枚 

 

※利用券の有効期限は、発行日から起算して 

６か月です。 

 

・サービスの依頼 

・活動報告、利用券提出 

・サービスの提供 

・利用券のやり取り 

利用会員 

高齢者、障害者、母子･父子世帯等で

サービスを必要とされる方。 

 

協力会員 

利用会員に対してサービスを提供さ

れる方。 

 

・活動が終わったら、利用会員さん

から利用券の半券を預かります。 

・サービス提供していただいた分 

を、そのまま活動費として 1 ヶ月 

まとめて協力会員さんにお支払い

します。 


